
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
３

○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）
・
・
・
・
・
４

○

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５



一
頁

○

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
特
定
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
病
原
体
の
血
清
亜
型
）

第
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（

（
新
設
）

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
三
項
第
六
号
の
政
令
で
定
め
る
血
清
亜
型

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

Ｈ
五
Ｎ
一

二

Ｈ
七
Ｎ
九

（
四
類
感
染
症
）

（
四
類
感
染
症
）

第
一
条
の
二

法
第
六
条
第
五
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
感
染
性
の
疾
病
は

第
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
五
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
感
染
性

の
疾
病
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三
十
三

（
略
）

一
～
三
十
三

（
略
）

（
一
種
病
原
体
等
）

（
一
種
病
原
体
等
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

（
三
種
病
原
体
等
の
結
核
菌
が
耐
性
を
有
す
る
薬
剤
）

第
一
条
の
四

法
第
六
条
第
二
十
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
薬
剤
は
、
第
一

（
新
設
）

号
に
掲
げ
る
薬
剤
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
薬
剤
と
す
る
。

一

オ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
、
ガ
チ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
、
シ
プ
ロ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
、
ス

パ
ル
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
、
モ
キ
シ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン
又
は
レ
ボ
フ
ロ
キ
サ
シ
ン

二

ア
ミ
カ
シ
ン
、
カ
ナ
マ
イ
シ
ン
又
は
カ
プ
レ
オ
マ
イ
シ
ン

（
四
種
病
原
体
等
で
あ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

Ａ
ウ
イ
ル
ス
の
血
清
亜
型
）

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
二
十
三
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
血
清
亜
型
は
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

Ｈ
二
Ｎ
二

二

Ｈ
五
Ｎ
一



二
頁

三

Ｈ
七
Ｎ
七

四

Ｈ
七
Ｎ
九

（
四
種
病
原
体
等
）

（
四
種
病
原
体
等
）

第
三
条

法
第
六
条
第
二
十
三
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
病
原
体
等
は
、
次

第
三
条

法
第
六
条
第
二
十
三
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
病
原
体
等
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

一

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
（
血
清

亜
型
が
Ｈ
七
Ｎ
九
で
あ
る
も
の
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原

体
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）

一
・
二

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
疑
似
症
患
者
を
患
者
と
み
な
す
感
染
症
）

（
疑
似
症
患
者
を
患
者
と
み
な
す
感
染
症
）

第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
二
類
感
染
症
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
二
類
感
染
症
は
、
結
核
、
重
症
急

の
と
す
る
。

性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

一

結
核

ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル

二

重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜

Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
九
号
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル

三

中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ

エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

四

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
又
は
Ｈ
七

Ｎ
九
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
九
号
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（
Ｈ
五
Ｎ
一
・
Ｈ
七
Ｎ
九
）
」
と
い
う
。
）

（
獣
医
師
の
届
出
）

（
獣
医
師
の
届
出
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
感
染
症
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

る
感
染
症
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
動
物
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
動
物
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
・
Ｈ
七
Ｎ
九
）

鳥
類
に
属
す
る
動
物

九

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）

鳥
類
に
属
す
る
動
物

十

（
略
）

十

（
略
）

十
一

中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｍ
Ｅ
Ｒ

（
新
設
）

Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

ヒ
ト
コ
ブ
ラ
ク
ダ



三
頁

○

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
厚
生
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
法
第
百
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
等
）

（
法
第
百
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
等
）

第
二
十
六
条

法
第
百
条
第
十
項
（
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

第
二
十
六
条

法
第
百
条
第
十
項
（
法
第
百
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
と

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（

一

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条

平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四

、
第
十
四
条

第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
五
十
三
条
の
四
、
第
五
十
三
条
の
五

第
二
項
、
第
五
十
三
条
の
四
、
第
五
十
三
条
の
五
、
第
五
十
三
条
の
十
五
、

、
第
五
十
三
条
の
十
五
、
第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
七
条
第
一
号

第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
七
条
第
一
号

二
～
二
十
二

（
略
）

二
～
二
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



四
頁

○

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
）

（
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
）

第
二
十
一
条

法
第
九
十
一
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の

第
二
十
一
条

法
第
九
十
一
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

十
五

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
十
四

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
十
四

条
第
二
項
、
第
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
三

条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
五
十
三
条
の
十
五

条
の
十
五



五
頁

○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

（
略
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

政
令
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政
令

事
務

政
令

事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
除
）

（
削
除
）

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
七
Ｎ

第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

九
）
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定

第
十
二
条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除

め
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
五

く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
七
条
、
第

年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

十
八
条
（
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六

項
を
除
く
。
）
、
第
十
九
条
（
第
二
項

、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
を
除

く
。
）
、
第
二
十
条
（
第
六
項
か
ら
第

八
項
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
二
十
一
条

、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二

十
五
条
第
四
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項

（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
並
び

に
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
（
そ
れ
ぞ

れ
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は

特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
除
）

（
削
除
）

中
東
呼
吸
器
症
候
群
を
指
定
感

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二

染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令

条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
）

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百

、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
（
第
二
項
及

五
十
六
号
）

び
第
三
項
を
除
く
。
）
、
第
十
七
条
、



六
頁

第
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び

第
五
項
、
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
、
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条

、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
第
四
項

、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
及
び
第
五
項
並
び
に
同
条
第
八
項

及
び
第
九
項
（
そ
れ
ぞ
れ
第
一
種
感
染

症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
、
保
健

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務


